
５病棟では、一日に11人以上の看護職員が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次の通りです。 

 朝８時３０分～夕方４時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は６人以内です。 

 夕方４時３０分～深夜０時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持数は１７人以内です。 

 深夜０時３０分～朝８時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１５人以内です。 

 

 

６病棟では、一日に１1 人以上の看護職員が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次の通りです。 

 朝８時３０分～夕方４時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は６人以内です。 

 夕方４時３０分～深夜０時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持数は１７人以内です。 

 深夜０時３０分～朝８時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１５人以内です。 

 

 

３病棟では、一日に７人以上の看護職員が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次の通りです。 

 朝８時３０分～夕方４時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は５人以内です。 

 夕方４時３０分～深夜０時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持数は８人以内です。 

 深夜０時３０分～朝８時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は７人以内です。 
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